
▽
対
象
経
費　
児
童
・
生
徒
が
外
国

人
学
校
に
在
籍
し
た
期
間
、
保
護

者
が
納
入
し
た
授
業
料
の
一
部　

▽
補
助
金
額　
児
童
・
生
徒
１
人
に

つ
き
月
額
２
千
円

▽
問
合
せ　
教
育
総
務
課
教
育
総
務

係（
直
通
５
５
８
・
２
４
０
６
）

す
。
税
法
上
、有
利
な
国
民
年
金
は
、

老
後
だ
け
で
な
く
、
不
慮
の
事
故
な

ど
、
万
が
一
の
時
に
心
強
い
味
方
と

な
り
ま
す
。
保
険
料
は
納
め
忘
れ
の

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す

　
年
末
調
整
や
確
定
申
告
で
社
会
保

険
料
控
除
を
受
け
る
に
は
、
納
付
し

た
保
険
料
額
の
証
明
が
必
要
で
す
。

今
年
、国
民
年
金
保
険
料
を
納
付（
過

去
の
保
険
料
を
含
む
）し
た
方
へ「
社

会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控

除
証
明
書
」
が
日
本
年
金
機
構
か
ら

送
付
さ
れ
ま
す
（
送
付
時
期
は
表
を

参
照
）。

※
控
除
証
明
書
の
証
明
日
以
降
に
納

付
し
た
保
険
料
が
あ
る
場
合
は
、

控
除
証
明
書
に
加
え
、
追
加
分
の

領
収
証
書
を
申
告
書
に
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ

●
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎

０
５
７
０
・
０
０
３
・
０
０
４
）

●
青
梅
年
金
事
務
所
（
☎
０
４
２

８
・
30
・
３
４
１
０
）

●
保
険
年
金
課
年
金
係

●
新
規
加
入
や
再
発
行
を
す
る
方
で

マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で
な
い

方
…
「
資
格
確
認
書
」
が
交
付
さ

れ
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
医
療
を
受

け
ら
れ
ま
す
。

▽
問
合
せ

●
国
民
健
康
保
険
…
保
険
年
金
課
国

民
健
康
保
険
係

●
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
…
保
険
年

金
課
後
期
高
齢
者
医
療
係

●
そ
の
他
の
健
康
保
険
…
加
入
し
て

い
る
健
康
保
険
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

12
月
２
日
か
ら
、
現
行
の
健
康
保

険
証
は
新
た
に
発
行
さ
れ
な
く
な

り
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
基
本
と
す
る

仕
組
み
に
移
行
し
ま
す
。移
行
後
は
、

次
の
方
法
で
こ
れ
ま
で
ど
お
り
医
療

を
受
け
ら
れ
ま
す
。

●
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の
方
…

マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
に
よ
り
医

療
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

●
従
来
の
健
康
保
険
証
を
お
持
ち
の

方
…
健
康
保
険
証
の
有
効
期
限
ま

で
は
、
従
来
の
健
康
保
険
証
を
利

用
で
き
ま
す
。

※
有
効
期
限
後
は
、「
資
格
確
認
書
」

が
交
付
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り

医
療
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

経
過
し
た
住
宅
（
賃
貸
住
宅
を
除

く
）

●
次
の
い
ず
れ
か
の
方
が
居
住
す
る

既
存
の
住
宅

＊
65
歳
以
上
の
方
（
工
事
が
完
了
し

た
翌
年
の
１
月
１
日
現
在
）

＊
要
介
護
認
定
か
要
支
援
認
定
を
受

け
て
い
る
方　

＊
障
が
い
の
あ
る
方

※
併
用
住
宅
で
は
住
宅
部
分
の
面
積

が
２
分
の
１
以
上

※
住
宅
床
面
積
が
50
平
方
㍍
以
上
２

８
０
平
方
㍍
以
下

※
新
築
住
宅
特
例
や
耐
震
改
修
特
例

を
受
け
て
い
る
年
度
は
、
適
用
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
（
省

エ
ネ
改
修
特
例
の
適
用
は
、
同
時

に
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）。

納
税
な
ど
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

※
適
用
は
、
１
回
限
り

※
改
修
後
３
か
月
以
内
に
申
告

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
告
に
必
要
な
書
類
な
ど
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

課
税
課
家
屋
資
産

税
係

８
０
平
方
㍍
以
下

※
耐
震
改
修
特
例
を
受
け
て
い
る
年

度
は
、
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
（
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

特
例
の
適
用
は
、
同
時
に
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
）。

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
を
し
た
住
宅

（
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
特
例
）

　
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で
に
バ
リ

ア
フ
リ
ー
（
居
住
安
全
）
改
修
工
事

を
し
た
住
宅
で
次
の
要
件
を
満
た
す

場
合
、
１
０
０
平
方
㍍
ま
で
を
限
度

に
翌
年
度
分
の
家
屋
の
固
定
資
産
税

の
３
分
の
１
を
減
額
し
ま
す
。

▽
対
象

●
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
（
廊
下

の
拡
幅
、
手
す
り
の
取
り
付
け
、

階
段
の
勾
配
の
緩
和
、
床
の
段
差

の
解
消
、
浴
室
の
改
良
、
引
き
戸

の
取
り
替
え
、
便
所
の
改
良
、
床

表
面
の
滑
り
止
め
化
）
で
、
補
助

金
な
ど
を
除
く
自
己
負
担
額
が
50

万
円
を
超
え
る
費
用
が
掛
か
っ
た

住
宅

●
新
築
さ
れ
た
日
か
ら
10
年
以
上
を

　
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で
に
一
定

の
省
エ
ネ
（
熱
損
失
防
止
）
改
修
工

事
等
を
し
た
住
宅
で
次
の
要
件
を
満

た
す
場
合
、
１
２
０
平
方
㍍
ま
で
を

限
度
に
翌
年
度
分
の
家
屋
の
固
定
資

産
税
の
３
分
の
１
（
改
修
工
事
を

行
っ
た
こ
と
で
、
認
定
長
期
優
良
住

宅
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

は
、
３
分
の
２
）を
減
額
し
ま
す
。

▽
対
象

●
省
エ
ネ
改
修
工
事
で
、
補
助
金
な

ど
を
除
く
自
己
負
担
額
が
次
の
い

ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
住
宅

＊
窓
（
必
須
）、
床
、
天
井
、
壁
の

断
熱
改
修
に
係
る
工
事
費
が
60
万

円
以
上

＊
窓
（
必
須
）、
床
、
天
井
、
壁
の

断
熱
改
修
に
係
る
工
事
費
が
50
万

円
以
上
で
あ
り
、
太
陽
光
発
電
設

備
、
潜
熱
回
収
型
給
湯
器
、
ヒ
ー

ト
ポ
ン
プ
式
電
気
給
湯
器
等
の
設

置
に
係
る
工
事
費
と
合
わ
せ
て
60

万
円
以
上

●
平
成
26
年
４
月
１
日
以
前
に
建
築

さ
れ
た
住
宅（
賃
貸
住
宅
を
除
く
）

※
併
用
住
宅
で
は
住
宅
部
分
の
面
積

が
２
分
の
１
以
上

※
住
宅
床
面
積
が
50
平
方
㍍
以
上
２

耐
震
改
修
を
し
た
住
宅

（
耐
震
改
修
特
例
）

　
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で
に
耐
震

改
修
工
事
を
し
た
住
宅
で
次
の
要
件

を
満
た
す
場
合
、
１
２
０
平
方
㍍
ま

で
を
限
度
に
翌
年
度
分
の
家
屋
の
固

定
資
産
税
の
２
分
の
１
（
改
修
工
事

を
行
っ
た
こ
と
で
、
認
定
長
期
優
良

住
宅
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場

合
は
、
３
分
の
２
）を
減
額
し
ま
す
。

▽
対
象

●
耐
震
改
修
工
事
で
、
１
戸
当
た
り

50
万
円
を
超
え
る
費
用
が
掛
か
っ

た
住
宅

●
昭
和
57
年
１
月
１
日
以
前
に
建
築

さ
れ
た
住
宅

※
併
用
住
宅
で
は
住
宅
部
分
の
面
積

が
２
分
の
１
以
上

省
エ
ネ
改
修
を
し
た
住
宅

（
省
エ
ネ
改
修
特
例
）

　

所
得
税
や
住
民
税
の
申
告
で
は
、

そ
の
年
に
支
払
っ
た
国
民
年
金
保
険

料
が
社
会
保
険
料
控
除
額
と
し
て
課

税
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
、
税
額
が
算

定
さ
れ
ま
す
。
自
身
の
国
民
年
金
保

険
料
の
ほ
か
、
家
族
の
負
担
す
べ
き

国
民
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る

場
合
に
も
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま

　
マ
ー
ル
ボ
ロ
ウ
市
友
好
訪
問
団
受

入
事
業
と
中
学
生
海
外
派
遣
事
業
に

参
加
し
た
児
童
・
生
徒
に
よ
る
体
験

な
ど
を
報
告
し
ま
す
。
一
般
の
方
の

入
場
も
可
能
で
す
。

▽
対
象　
外
国
人
学
校
（
学
校
教
育

法
に
規
定
す
る
各
種
学
校
の
う

ち
、
義
務
教
育
年
齢
に
該
当
す
る

外
国
人
を
対
象
と
し
て
教
育
を
行

う
学
校
）
に
通
学
し
て
い
る
児

童
・
生
徒
（
平
成
21
年
４
月
２
日

か
ら
平
成
30
年
４
月
１
日
ま
で
に

生
ま
れ
た
方
で
、
住
民
基
本
台
帳

に
記
録
さ
れ
て
い
る
外
国
人
住
民

の
方
）
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る

保
護
者
（
住
民
基
本
台
帳
に
記
録

さ
れ
て
い
る
外
国
人
住
民
の
方
）

▽
期
日　
令
和
７
年
３
月
５
日
㈬
ま

で

▽
日
時

12
月
23
日
㈪　
午
後
３
時

▽
場
所　
市
役
所
別
館
第
１
会
議
室

▽
付
議
予
定
案
件　
秋
多
都
市
計
画

生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
つ
い
て

▽
縦
覧
内
容　
下
水
道
法
と
都
市
計

画
法
に
基
づ
く
事
業
計
画
期
間
の

延
伸

▽
縦
覧
期
間

12
月
11
日
㈬
～
25
日

㈬　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

15
分（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）

▽
縦
覧
場
所
・
問
合
せ　
生
活
排
水

対
策
課（
市
役
所
３
階
）

表

対象者 送付時期

①
令和６年１月１日から９月30日ま
での間に国民年金保険料を納付され
た方

令和６年10月下旬〜
11月上旬

②
令和６年10月１日から12月31日
までの間に国民年金保険料を納付さ
れた方（①は除く）

令和７年２月上旬

都
市
計
画
審
議
会
の
開
催

公
共
下
水
道
事
業
計
画

　
　
　
　
変
更
図
書
の
縦
覧

今
後
も
安
心
し
て

　
　
医
療
を
受
け
ら
れ
ま
す

耐
震
改
修
な
ど
を
し
た
住
宅
の

固
定
資
産
税
を
減
額
し
ま
す

外
国
人
学
校
に
通
学
し
て
い
る

児
童
・
生
徒
の
保
護
者
に

授
業
料
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

国
際
姉
妹
都
市

マ
ー
ル
ボ
ロ
ウ
市
と
の

教
育
交
流
事
業

報
告
会
を

開
催
し
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
は

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

の
安
全
の
確
保

●
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
交
通
事
故
防

止
●
二
輪
車
の
交
通
事
故
防
止

●
自
転
車
と
特
定
小
型
原
動
機
付
自

転
車
等
利
用
時
の
交
通
ル
ー
ル
遵

守
の
徹
底

●
飲
酒
運
転
の
根
絶　

●
違
法
駐
車
対
策
の
推
進

▽
そ
の
他　
令
和
6
年
11
月
１
日
か

ら
自
転
車
に
も
道
路
交
通
法
の
罰

則
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
詳
し

く
は
、
各
警
察
署
へ
お
問
い
合
わ

せ
い
た
だ
く
か
、
警
視
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　
五
日
市
警
察
署
（
☎
５

９
５
・
０
１
１
０
）、
福
生
警
察

署
（
☎
５
５
１
・
０
１
１
０
）、

地
域
防
災
課
地
域
安
全
係

　
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
都
民
一

人
ひ
と
り
に
交
通
安
全
意
識
の
普

及・浸
透
と
、
年
末
期
の
交
通
事
故
、

飲
酒
運
転
の
防
止
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。
市
内
で
は
、
重

大
事
故
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
家
族

で
年
末
に
向
け
交
通
ル
ー
ル
を
再
度

確
認
し
、
事
故
防
止
に
努
め
ま
し
ょ

う
。

▽
期
間

12
月
１
日
㈰
～
７
日
㈯

▽
推
進
重
点
項
目

●
高
齢
者
を
は
じ
め
と
す
る
歩
行
者

令
和
６
年
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
交
通
安
全
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
　
~
世
界
一
の
交
通
安
全
都
市
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
を
目
指
し
て
~

▽
日
時

12
月
21
日
㈯　
午
前
10
時

～
正
午（
予
定
）

▽
場
所　
秋
川
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ル

※
事
前
申
込
み
不
要
。
当
日
、
会
場

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▽
定
員　
入
場
希
望
者
多
数
の
場
合

は
、
人
数
制
限
を
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

▽
費
用　
無
料

▽
問
合
せ　
生
涯
学
習
推
進
課
生
涯

学
習
係
（
直
通
５
５
８
・
２
４
３

８
）

▽
傍
聴
者
数

10
人
以
内
（
会
議
開

催
の
30
分
前
に
傍
聴
希
望
者
が
10

人
を
超
え
た
場
合
は
抽
選
）

▽
問
合
せ　
都
市
政
策
課
（
直
通
５

５
８
・
２
０
２
６
）

あきる野市役所　☎（042）558－1111 ㈹（3） 令和６年（2024年）12 月１日


